
令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定保健指導業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定保健指導業務委託 

 

２ 目的及び概要 

特定健康診査（以下「特定健診」という。）の結果からメタボリックシンドロームの危険性のあ

る者、その予備群である者を対象に特定保健指導を実施する。特定保健指導により、対象者が自ら

の生活習慣における課題に気づき、自らの意思による行動変容によって健康課題を改善し、健康的

な生活を維持できるよう、必要な情報の提示と助言等の支援を行うことで、生活習慣病を予防する

ことを目的とする。 

 

３ 履行期間 

令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

但し、上記期間中に初回面接を実施した者については、当該保健指導の終了する日までとする。 

 

４ 履行場所 

熊本市内及び熊本市近隣の自治体区域内の特定保健指導受託機関（実施機関）、または受託機関

が指定した場所。 

ただし、情報通信技術を活用した遠隔面接を行う場合は、この限りではない。 

 

５ 特定保健指導対象者 

 特定健診の結果に基づき、特定保健指導の判定を受けた者（特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基準（平成１９年厚生労働省令第１５７号。（以下「実施基準」という。））第４条に定

める者）。 

ただし、次のいずれかに該当する者は対象外とする。 

 （１）特定保健指導の実施時点で熊本市国民健康保険被保険者の資格（以下「国保資格」という。）

を喪失している者 

（２）特定保健指導利用券（以下「利用券」という。）の有効期限から３か月後までに７５歳に

到達する者 

※特定健診後に生活習慣病に係る服薬治療を開始した者、および特定健診結果で受診勧奨域にあ

るものも対象とする。該当する場合、本人が主治医に特定保健指導利用の確認を得た上で実施

することが望ましい。必要に応じて主治医と連携をとり実施すること。 

 

６ 業務内容 

 「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）」の規定に基づき、『実施基準』、

『標準的な健診・保健指導に関するプログラム【令和６年度版】』および『特定健康診査・特定保

健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４.２版）』に準拠して保健指導を実施し、次の関連業務を

含めるものとする。 

また、実施機関において目安となる保健指導内容のプログラム等を作成し、対象者にわかりやす

く提示するよう努めること。 

（１）保健指導の予約受付 

国保年金課が利用券を交付した対象者（以下「利用者」という。）からの予約受付及び内容等

の照会を行う。この際、国保資格を有しているか、想定される保健指導期間中に資格喪失の予定

がないか利用者に確認を行い、国保資格を喪失した時点で、利用券による保健指導が実施できな

いことを説明すること。 

（２）保健指導の実施 

① 保健指導当日の受付 

 国保資格や利用券の内容に不明な点がある場合は、その都度、国保年金課へ確認を行うこと。 

 ア 国保資格の確認 



  マイナンバーカード（マイナ保険証によるオンライン資格確認、マイナポータルの保険資

格画面の確認、マイナ保険証と資格情報のお知らせの確認をいう。）、または資格確認書（以

下「マイナ保険証等」という。）により、利用者の国保資格を確認すること。初回面接時

だけでなく、継続的な支援及び実績評価時も同様とする。電話または電子メール等、対面

によらない方法で評価又は支援を実施する場合は、評価又は支援の実施前に国保資格を有

しているか、記号番号等を聞き取るなど口頭等により確認すること。 

イ 利用券の確認・回収 

 利用券にて、利用券整理番号及び有効期限を確認する。 

 利用券は回収して保管すること。 

② 支援の実施 

ア 動機付け支援 

（ｱ）目的 

      対象者への個別支援又はグループ支援により、対象者が自らの生活習慣を振り返り、

行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了後、対象者がすぐに実践（行動）

に移り、その生活が継続できることをめざす。 

（ｲ）支援期間・頻度 

      原則１回の支援を行い、３か月後に評価を行う。 

（ｳ）対象者 

      健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活習慣の変容を

促すに当たって、行動目標の設定やその評価に支援が必要な者を対象とする。 

（ｴ）内容 

      対象者本人が、自分の生活習慣の改善点・伸ばすべき行動等に気づき、自ら目標を設

定し行動に移すことができる内容とする。 

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備状態）を把握し、

対象者の生活習慣改善を動機付けるための支援を行う。 

（ｵ）支援形態 

A 初回面接 

１人当たり２０分以上の個別支援又は１グループ（１グループはおおむね８人以

下）当たりおおむね８０分以上のグループ支援とする。 

ただし、初回面接を分割実施した場合、初回面接２回目の支援として、「１人当

たり２０分以上」の個別支援、「１グループ（おおむね８人以下）当たりおおむね

８０分」のグループ支援を行う必要はなく、対象者の健診結果や初回面接１回目の

内容等に応じて実施する。 

なお、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した初回面接等を実施する場合は、「標準

的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）第３編第３章３－３」並びに「特

定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４.２版）２－１０情

報通信技術を活用した特定保健指導について」を参照のこと。 

      B 実績評価（３か月以上経過後） 

        面接又は通信（電話又は電子メール、ＦＡＸ、手紙、チャット等（以下「電子メ

ール等」という。）を利用して実施する。電子メール等を利用する場合は、保健指

導機関から指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを行い、評価に必要

な情報を得る。また、チャットについては一連の指導内容（電子メール１往復と同

等以上の支援）をもって１往復とする。実績評価は、面接又は通信等を利用して行

う。具体的に実施すべき内容は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向

けた手引き（第４.２版）２－４ 動機付け支援」を参照のこと。 

イ 積極的支援 

（ｱ）目的 

     「動機付け支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が生活習慣の改善の

ための行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行動）に取り組みながら、保健指導

終了後には、その生活が継続できることをめざす。 

（ｲ）支援期間・頻度 



      初回面接による支援を行い、その後、３ヶ月以上の継続的な支援を行う。 

（ｳ）対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのために保健指導実施者に

よるきめ細やかな継続的支援が必要な者。 

（ｴ）内容 

      特定健診の結果並びに喫煙習慣、運動習慣、食習慣、休養習慣その他の生活習慣の状

況に関する調査の結果を踏まえ、面接による支援及び行動計画の進捗状況に関する評価

（中間評価）及び実績評価（行動計画作成の日から３ヶ月経過後に行う評価）を行う。  

 

Ａ 初回面接による支援  

１人当たり２０分以上の個別支援、又は１グループ（１グループはおおむね８名

以下）当たりおおむね８０分以上のグループ支援とする。ただし、初回面接を分割

実施した場合、初回面接２回目の支援として、「１人当たり２０分以上」の個別支

援、「１グループ（おおむね８人以下）当たりおおむね８０分」のグループ支援を

行う必要はなく、対象者の健診結果や初回面接１回目の内容等に応じて実施する。 

Ｂ ３ヶ月以上の継続的な支援の具体的内容 

アウトカム評価とプロセス評価を合計し、１８０ポイント（p）以上の支援を実

施することを条件とする。 

ただし、２年連続して積極的支援に該当した対象者のうち、１年目に比べ２年目

の状態が改善している者については、動機付け支援相当の支援として１８０p未満

でも特定保健指導を実施したこととなる。 

継続的な支援は、個別支援、グループ支援、電話、電子メール等のいずれか、も

しくはいくつかを組み合わせて行う。 

詳細は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４.２版）

2-5 積極的支援」を参照 

ア 

ウ 

ト 

カ 

ム 

評 

価 

腹囲 2.0cm 以上かつ体重

2.0kg以上減少※１ 
180p 

腹囲 1.0cm 以上かつ体重

1.0kg以上減少 
20p 

食習慣の改善 20p 

運動習慣の改善 20p 

喫煙習慣の改善（禁煙） 30p 

休養習慣の改善 20p 

その他の生活習慣の改善 20p 

プ 

ロ 

セ 

ス 

評 

価 

支

援 

種

別 

個別支援※２ 支援１回当たり 70p 支援１回当たり最低 10分間以上 

グループ支援※２ 支援１回当たり 70p 支援１回当たり最低 40分間以上 

電話 支援１回当たり 30p 支援１回当たり最低 5分間以上 

電子メール等 

支援１往復当たり 30p 

１往復＝特定保健指導実施者と積極的支援対象者の間で支援

に必要な情報の共有を図ることにより支援を完了したと当該

特定保健指導実施者が判断するまで、電子メール等を通じて

支援に必要な情報のやりとりを行うことをいう。 

早

期 

実

施 

健診当日の初回面接 20p 

健診後 1 週間以内の

初回面接 
10p 

     ※１ 当該年度の特定健診の結果に比べて腹囲 2.0cm 以上かつ体重 2.0kg 以上減少し

ている場合（又は当該年度の健診時の体重の値に、0.024 を乗じた体重（kg）以上か

つ同体重（kg）と同じ値の腹囲（cm）以上減少している場合） 

※2 情報通信技術を活用した支援を含む。  



      Ｃ 実績評価（３か月以上の継続的支援終了後） 

       面接又は通信（電話又は電子メール等）を利用して実施する。電子メール等を利用

する場合、保健指導機関から指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを行

い、評価に必要な情報を得るものとする。また、継続的な支援の最終回と一体のもの

として実施しても構わない。チャットについては一連の指導内容（電子メール１往復

と同等以上の支援）をもって１往復とする。具体的に実施すべき内容は、動機付け支

援と同様である。 

また、実績評価後に、例えば ＩＣＴ を活用して生活習慣の改善の実践状況をフォ

ローするなど、対象者の個別性や保険者の人的・財政的資源に応じた効果的・効率的

な取組が期待される。 

③ 特定保健指導の実績評価について 

動機付け支援・積極的支援のいずれも初回面接から３ヶ月以上経過後に、行動変容の状

況等の行動計画の実績評価を必ず実施すること（医師の判断や資格喪失による途中脱落以

外は、必ず対象者に３回以上のアプローチをし、実績評価を行うこと。）。 

④ 初回面接の分割実施 

     初回面接を分割して実施する場合は、１回目の実施前に、初回面接を分割して行うこと、

及び２回目の初回面接を必ず受けることを利用者へ説明しなければならない。これを怠っ

た場合、初回面接が未完了となったときの費用について請求することができない。 

（３）支援計画の作成 

 特定健診の結果や生活状況調査の分析を踏まえ、また、利用者が選択した具体的で実践可能

な行動目標・行動計画を利用者が継続できるように必要な介入・支援等を記載した支援計画を

作成する。 

 （４）保健指導中断者への対応 

 ① 特定保健指導支援期間中に利用者が国保資格を喪失（７５歳に到達し、後期高齢者医療

保険に資格異動した者を含む）したと判明した場合、または医師の判断（服薬開始等）に

より中断する場合は、利用者に説明したうえで支援を中止し、国保年金課へ熊本市の指定

する中断・脱落報告書（様式１）を提出すること。初回面接を分割して実施する場合に、

同様の理由で２回目の初回面接が実施できず初回面接未完了となった場合も同じ取り扱

いとする。 

   ② 積極的支援（継続的支援）中に利用を中断している利用者に３回以上の連絡を入れるに

もかかわらず、最終利用日から未利用のまま２か月が経過した場合、その時点で通知等を

送付し、２週間以内に利用者から再開依頼がなければ自動的に途中終了と認定し国保連合

会へ報告する。 

③ 動機付け支援、積極的支援ともに３か月以上経過後の評価に際し、３回以上の督促を行

ったにもかかわらず、確認が取れず評価ができない場合は、途中終了とし国保連合会へ報

告する。 

 （５）その他の業務 

① 保健指導の実施に係る記録及び実施報告書等の作成・提出 

    保健指導終了後、個別の「特定保健指導支援計画及び実施報告書（評価書含む）を作成し、

提出すること。ただし、この業務に関しては、国保連合会への電子データの提出により提出

したものとみなす。国保連合会での費用請求を伴わない途中脱落等の報告は熊本市の指定す

る報告書と特定保健指導支援計画及び実施報告書を提出すること。 

② 熊本市が保健指導業務の打ち合わせ等を行う場合、出席すること。 

 

７ 利用者の自己負担額 

利用者の自己負担額は無料とする。 

ただし、契約単価を超えるプログラムのコースを作成する場合、契約単価を超える分は利用者が

負担するものとし、利用者に事前に十分説明すること。 

 

８ 健診当日や結果説明時の特定保健指導の実施（先行実施）について 

特定保健指導の利用率向上のため、特定健診と特定保健指導のいずれも受託している実施機関に



おいては、実施が可能な場合、健診当日又は健診結果説明と同時に、特定保健指導の初回面接を実

施すること。実施後は、速やかに特定保健指導先行実施者名簿（様式２）を国保年金課へ提出する

こと（月毎に作成し、原則、電子メール（Excel データ）での提出とする。）。後日、国保年金課に

て該当者の利用券を発券し、実施機関へ送付する。 

ただし、特定保健指導支援期間中に対象者が 75 歳に到達し、国保資格を喪失することが確実な

場合は、先行実施は実施しない。 

 

９ 費用請求 

（１）実施機関は支払代行機関である国保連合会を通して、費用請求を行う(新規保健指導実施機

関においては国保連合会への登録代替として社会保険診療報酬支払基金への登録が必要とな

る。詳細は国保連合会へ問い合わせをすること。)。 

（２）一人の利用者に対し、初回面接終了後と実績評価終了後の２回に分け、請求を行う。なお、

初回面接を分割して実施する場合は、初回面接の２回目が終了した後に、初回面接終了後の請

求を行うこと。 

（３）特定保健指導の適用単価及び請求方法については、初回面接を実施した日が属する年度の契

約単価及び請求方法で請求を行う。 

（４）実施機関の不可抗力により資格喪失後に実施した場合は、国保連合会で請求が返戻されるた

め、国保年金課へ確認後、様式３・様式４にて直接請求する。実施機関での利用券・マイナ保

険証等の確認漏れが原因の場合は請求できないので必ず実施時に国保資格を確認すること。 

（５）資格喪失以外の途中終了者また、資格喪失後の利用者の費用請求については次頁「特定保健

指導における費用請求等について」を参照のこと。 

 

１０ その他 

 この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。 

 

○高齢者の医療の確保に関する法律 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf 

 

○特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４.２版） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.html  

 

○標準的な健診・保健指導に関するプログラム【令和６年度版】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155_00004.html  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155_00004.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終 了 理 由 資 格 喪 失 
・医師判断による中断（服薬・治療等） 
・積極的支援（継続的支援）の途中脱落 

実 績 評 価 時 の 脱 落 

動 

機 

付 

け 

支 

援 

事務処理 

パターンＡ：本人からの報告 
パターンＢ：請求後の返戻で判明 

→いずれの場合においても、実施機関が国保年金課へ連絡し資格確
認を確実に行った後、実施機関から本人に利用停止を伝える。 

 

【注意】初回面接のみ実施後に資格喪失した場合（初回面接を分割
実施する場合に 2 回目が未完了の場合も含む）、中断・脱落
者報告書（※2）を提出する。 

中断・脱落者報告書（※2）を月毎にまとめ、国保年金課
に送付する。 

＜パターン A＞ 
医師判断（服薬・治療等）により途中脱落、実

績評価に際して３回の確認ができない場合 
→中断・脱落者報告書（※2）を月毎にまとめ、
国保年金課に送付。 

＜パターン B＞ 
実績評価に際し、3 回以上連絡を取ったが、確
認がとれず評価ができない場合 →「確認回

数」（3 回以上）を含めた結果データを国保連
合会へデータで提出し、終了扱いとする。 

支払割合 
・初回面接実施後であれば 8割、実績評価実施後であれば残り 2 割 

・初回面接を分割実施し、2 回目が未完了の場合は 8 割の 1/2 

・初回面接実施後であれば 8割 
・初回面接を分割実施し、2 回目が未完了の場合は 8 割の
1/2 

残り 2 割 

請求方法 

資格喪失前の実施 国保連合会へ請求   

資格喪失後の実施 

（※3） 

書面（※1）にて 

国保年金課へ直接請求 
  

積 

極 

的 

支 

援 

事務処理 

継続的支援途中の場合、資格喪失日より前に実施した分のポイント

までは、国保連合会へ請求する。 
喪失後に実施した分がある場合、国保連合会を通した費用決済がで
きないため、国保年金課へ直接請求する。（※3） 

 
パターンＡ：本人からの報告 
パターンＢ：請求後の返戻で判明 

→いずれの場合でも、国保年金課へ連絡し資格確認を確実に行った
後、実施機関から本人に利用停止を伝える。 

 

【注意】初回面接のみ実施後に資格喪失した場合（初回面接を分割
実施する場合に 2 回目が未完了の場合も含む）、中断・脱落
者報告書（※2）を提出する。 

・初回面接のみ実施した場合（初回面接を分割実施する

場合に、2 回目が未完了も含む）、中断・脱落者報告書（※
2）を月毎にまとめ、国保年金課に送付。 
・継続的支援途中の場合、中断・脱落者報告書（※2）を

月毎にまとめ、国保年金課に送付し、脱落日までに実施
したポイント分までを国保連合会へ請求する。 
※いずれの場合も、報告書と併せて特定保健指導に関す

る記録を提出する 
【脱落日の設定】 
・医師判断及び自己都合の脱落：脱落を申し出た日 

・連絡なしの脱落：脱落認定した日 
【連絡なし脱落の認定について】 
継続的支援中、3 回以上連絡を入れるが、最終利用日から

未利用のまま 2ヵ月が経過した時点で、通知等を送付し、
2 週間以内に利用者から再開依頼がなければ自動的に脱
落・終了と認定する。この脱落認定方法と判断は、実施

機関に委ねる。 

実績評価に際し、3 回以上連絡を取ったが、確

認がとれず評価ができない場合、「確認回数」
（3回以上）を含めた結果データを国保連合会
へ提出し、終了扱いとする。 

支払割合 
①初回面接後：単価×4 割※初回面接を分割実施し、2 回目が未完了
の場合は 4 割の 1/2 

②継続的支援：単価×5割×（実施 pt/契約 pt） 

脱落日までに実施した支援まで 

①初回面接後：単価×4割※初回面接を分割実施し、2 回
目が未完了の場合は 4割の 1/2 

②継続的支援：単価×5割×（実施 pt/契約 pt） 

実績評価ができなくても、3 回以上の確認回数

があれば評価の請求をする。 
①初回面接後：単価×4割  
②評価後（=3回確認後）：単価×6 割 

請求方法 

資格喪失前の実施分 
国保連合会へ請求 

※初回面接未完了の場合は、書面（※
１）にて国保年金課へ直接請求 

国保連合会へ請求 

※初回面接未完了の場合は、書面（※１）にて国保年金
課へ直接請求 

国保連合会へ請求 

資格喪失後の実施分 
（※３） 

書面（※1）にて国保年金課へ直接請求 

特定保健指導における費用請求等について 

※1書面…様式３「請求書」及び様式４「特定保健指導内訳書」を国保年金課に送付 

※2途中終了の脱落者報告…様式１「中断・脱落者報告書」 

※3実施機関において、利用券及びマイナ保険証等による資格確認を怠ったことに起因する場合は請求できない 



 

 

様式１ 

中断・脱落者報告書 

 

令和  年  月  日 

 

報 告 実 施 機 関   

所  在  地   

担当者名   

電話番号   

 

 下記のとおり、特定保健指導支援途中に脱落いたしましたので、ご報告します。 

 

記 
        

氏名 記号番号 利用券整理番号 支援区分 初回面接日 脱落日 

脱落理由  

下記１～7 から 

選択し記入 

 
１服薬開始 

（血圧・血糖・脂質の 

うち該当項目を記載）  

２他で利用済   

３所在不明  

４脱落認定   

５資格喪失 

６自己都合     

７その他（理由を記載） 

             

             

             

 

※脱落者報告が必要な案件は、国保連合会に脱落日を報告しないものについて国保年金課に報告するこ

と。（実績評価ができなくても、3 回以上の確認回数があれば結果データを国保連合会へ提出する） 

【想定される国保年金課に報告が必要なケース】 

動機付け支援及び積極的支援の初回面接のみ実施し、医師の判断（服薬、治療開始等）、資格喪失によ

り終了したもの。 

 

【脱落理由の具体的な内容】 

１ 服薬開始：服薬開始したことによる 

２ 他で利用済：保険者で実施する保健指導以外を利用していることが判明したことによる 

３ 所在不明：本人の所在が不明であることによる 

４ 脱落認定：利用継続の意思がないことを確認した場合 

５ 資格喪失：他の保険者への異動による 

６ 自己都合：１～６にあてはまらない自己都合による 

７ その他：１～７にあてはまらない場合 



 

 

中断・脱落者報告書(記入例) 

 

令和  年  月  日 

 

 

報 告 実 施 機 関   

所  在  地   

担当者名   

電話番号   

 

 下記のとおり、特定保健指導支援途中に脱落いたしましたので、ご報告します。 

 

記 
         

氏名 記号番号 利用券整理番号 支援区分 初回面接日 脱落日 

脱落理由  

下記１～7 から 

選択し記入 

 
１服薬開始 

（血圧・血糖・脂質の 

うち該当項目を記載）  

２他で利用済   

３所在不明  

４脱落認定   

５資格喪失 

６自己都合   

７その他（理由を記載） 

国保 花子 12344321 1410000100 積極的支援 R8.7.5 R8.9.15 １（血糖） 

保険 次郎 10000001 1310000111 
動機付け支

援 
R8.7.20 R8.9.1 ５ 

             

 

 

※脱落者報告が必要な案件は、国保連合会に脱落日を報告しないものについて国保年金課に報告するこ

と。（実績評価ができなくても、3 回以上の確認回数があれば結果データを国保連合会へ提出する） 

【想定される国保年金課に報告が必要なケース】 

動機付け支援及び積極的支援の初回面接のみ実施し、医師の判断（服薬、治療開始等）、資格喪失によ

り終了したもの。 

 

【脱落理由の具体的な内容】 

１ 服薬開始：服薬開始したことによる 

２ 他で利用済：保険者で実施する保健指導以外を利用していることが判明したことによる 

３ 所在不明：本人の所在が不明であることによる 

４ 脱落認定：利用継続の意思がないことを確認した場合 

５ 資格喪失：他の保険者への異動による 

６ 自己都合：１～６にあてはまらない自己都合による 

７ その他：１～７にあてはまらない場合 

報告書提出日 



 

 

 様式２ 
 
 

 

特定保健指導先行実施者名簿        

            

No 氏名 フリガナ 性別 生年月日 
年

齢 

被保険者 

記号番号 
健診日 

初回面接日

（予約日） 
指導区分 実施機関名 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

※特定健診の結果説明と同時に保健指導を行うときには、この名簿に対象者を記入し実施後速やかに国保年金課へ提出する。 
 国保年金課で利用券を発券後、実施機関へ利用券を直接送付する。 



 

 

様式３ 

 

請 求 書 
 

令和  年  月  日  

 

熊本市長 大西 一史 宛 

 

（特定保健指導実施機関） 

所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名 

（機関番号                 ）   

 

金額 

百 十 万 千 百 十 円 

       

       

令和  年  月分の特定保健指導費用として請求いたします。 

 

【請求内訳】 

内容 人数 単価 金額 

    
    

  人   円   円 
    

    
    

  人   円   円 
    

    
    

  人   円   円 
    

    
    

  人   円   円 
    

    
    

  人   円   円 
    

    
    

  人   円   円 
    

合計   人     円 

 
 

振込先口座 

金融機関名  支店名  

預金種目 普通 ・ 当座 口座番号  

口座名義人  



 

 

様式３ 

 

請 求 書 （ 記 入 例 ） 
 

令和  年  月  日  

 

熊本市長 大西 一史 宛 

 

（特定保健指導実施機関） 

所 在 地  熊本市〇〇区〇〇２丁目１－３ 

商号又は名称  社団法人 〇〇〇〇医師会 

代表者職氏名  会長  熊本 太郎 

（機関番号 ９９９９９９９９９９９  ）   

 

金額 

百 十 万 千 百 十 円 

 ￥ ４ ０ ２ ０ ０ 

       

令和 〇 年 〇 月分の特定保健指導費用として請求いたします。 

 

【請求内訳】 

実施済pt 60pt
契約pt 180pt

人 40,200 円

円

合計

人 円

15,120 円

令和6年度動機付け支援 途中終了 1 人 4,200 円 4,200 円

令和6年度動機付け支援 初回 1 人 15,120 円

円

令和6年度動機付け支援 評価 1 人 10,080 円 10,080 円

円 8,640 円

令和6年度動機付け支援 評価 1 人 2,160 円 2,160

人数 単価 金額内容

令和6年度動機付け支援 初回 1 人 8,640

 
 

 

金融機関名 ××銀行 支店名 本店

預金種目 普通　・　当座 口座番号 1234567

口座名義人

振込先口座

シャダンホウジン 〇〇〇〇イシカイ カイチョウ クマモト タ
ロウ

 



 

 

様式４

令和　　　年　　　月　　　日

　　熊本市長　　大西　一史　宛

（特定保健指導機関）

）

【動機付け支援】

日

日

日

日

日

【積極的支援】

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

　（機関番号

日

日

日

日

日

区分
実施pt

契約pt

請求額（円)区分

生年月日氏名実施日 性別利用券整理番号 請求額（円)

性別利用券整理番号実施日 氏名

特定保健指導請求内訳書

所　　在　　地

商号又は名称

代表者職氏名

生年月日

令和　　年　　月分



 

 

令和　　　年　　　月　　　日

　　熊本市長　　大西　一史　宛

（特定保健指導機関）

熊本市○○区○○2丁目1-3

社団法人　○○○○医師会

　会長　熊本　太郎

）

【動機付け支援】

請求額（円)

2 日

16 日

日

日

日

【積極的支援】

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

pt

60

180

99999999999

15,120

33333333333

S33.12.25 55555555555 4,200

日

日

日

女

初回

16

氏名

25 日 健康　良子

男

途中終了

S40.8.5

保健　次郎日10

健診　裕子

10,080

44444444444 女 評価

実施日 区分
実施pt

契約pt
請求額（円)

S30.5.10

利用券整理番号生年月日 性別

男S30.2.22 11111111114

特定保健指導請求内訳書(記入例）

初回

生年月日

11111111111

2,160

区分

S25.1.25

令和 ○ 年 ○ 月分

実施日 氏名

保険　一郎

所　　在　　地

商号又は名称

代表者職氏名

8,640

性別利用券整理番号

男

　（機関番号

評価国保　太郎



 

 

【参考】特定健診・特定保健指導の流れ 
 

被保険者 特定健康診査・特定保健指導実施機関 熊本市国保年金課 国保連合会 

    

1

有効期限 平成２８年４月１日～平成２８年７月３１日

5 10 15 20 25 30 35 40

利用券整理番号 15200000001

受診券整理番号 15100000001

氏名 健康 太郎

性別 男

生年月日 昭和４０年１月１日

保健指導区分 積極的支援

自己負担金 0円

保険者

支払代行機関番号

支払代行機関名

1111111111

A機関

所在地

電話番号

番号

名称

熊本市中央区手取本町１番１号

096-328-2290

00430017

熊本市

あなたの健診結果～メタボに関する項目～

メタボの項目であなたの結果は☆

腹囲 BMI

空腹時血糖 HbA1c 中性脂肪 LDLC 血圧

内臓脂肪は大きくなりすぎると・・・

体に悪さをするホルモンを出します。

それは

「血圧を上げる」

「脂質異常を進める」

「血糖値を上げる」

すべて「心筋梗塞」「脳卒中」などの動脈硬化性疾

患の原因となります。

だから

腹囲を少しでも小さくすると内臓脂肪が減る

血圧、脂質、血糖、の値も正常に近づくのです！！

受けて得する！！特定保健指導！！

5 10

5

〒111-1111

熊本市○○×××１－１－１

○○マンション１０１

健康 太郎 様

カスタマーバーコード

1510000001

1

熊本市国民健康保険

特定保健指導 利用券

交付日：平成２７年４月１日

実施期間によっては、別に有料でオリジナルサービスを

設けているところがあります。詳しくは、別紙の利用機関

案内をご覧いただくか、直接お尋ねください。

グラフ グラフ

グラフ グラフ グラフ グラフ グラフ

腹囲結果 BMI結果

喫煙歴結果

空腹時血糖結果 HbA1c結果 中性脂肪結果 HDLC結果 血圧結果

判定結果

受診券の送付 令和８年３月末に一斉発送 

（一斉発送対象者：当該年度 40～74歳までの令和８年３月初旬 

 時点で国保資格がある方） 特定健康診査の実施 
マイナ保険証等の確認、 
受診券の確認と回収、 
自己負担金の領収 データの受付、点検 

委託料・手数料の請求 

委託料・手数料の受取 

委託料の支払 

データの受付、点検 

委託料・手数料の受取 

委託料・手数料の請求 

委託料の支払 

請求内容の確認 

階層化 

請求内容の確認 

利用券の作成 

除外対象者の削除 

委託料・手数料の支払 

利用券の送付 

委託料・手数料の支払 

・実施機関一覧から受診先を選択 
・保険証等と受診券を持参 

委託料の受取 

特定健康診査 
受診結果通知票 

特定保健指導利用券 

（Ａ3サイズ 水色） 

委託料の受取 

特定保健指導の実施 

マイナ保険証等の確認、利用券の確認と回収 
 

 
 

 

＊特定健診の結果説明時に同時に初回面接

を実施できる場合は、実施後に対象者のリス

トを国保年金課へ送付し、その後利用券を実

施機関に送付する。 

 実施する際は、前年度以前の利用途中の確

認を行う。 

「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に基

づく特定保健指導を実施 

 支援内容：「動機付け支援」、「積極的支援」 

・健診結果データ提出（ＸＭＬ形式） 
  ・委託料の請求 

 

・保健指導データ提出（ＸＭＬ形式） 
  ・委託料の請求 

 

健診結果の通知および情報提供 
 

・実施機関一覧から利用先を選択 
・マイナ保険証等、利用券、健診結果票 

を持参 

特定健康診査受診券 

（Ａ３サイズ、令和８年度は青色 ） 


